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（小売店を経営する新設法人における登録の通知を受けるまでの間の適格簡易請求書の交付方法） 

【答】  

新たに設立された法人が、事業を開始した日の属する課税期間の初日から登録を受けようと

する旨を記載した登録申請書を、当該課税期間の末日までに提出した場合において、税務署長

により適格請求書発行事業者登録簿への登載が行われたときは、その課税期間の初日において

登録を受けたものとみなされます（消令 70 の４、消規 26 の４、基通１－４－７、１－４－８）。 

この場合、登録日（課税期間の初日）から適格請求書等を交付する義務は生じますが、通知

を受けるまでの間、適格請求書等を交付することはできませんので、売手は、例えば次のよう

に対応することが考えられます。 

・ 事前に適格請求書等の交付が遅れる旨を取引先に伝え、通知後に適格請求書等を交付する。 

・ 取引先に対して、通知を受けるまでは、登録番号のない請求書等を交付し、通知後に改め

て適格請求書等を交付し直す。 

・ 取引先に対して、通知を受けるまでは、登録番号のない請求書等を交付し、その請求書等

との関連性を明らかにした上で、適格請求書等に不足する登録番号を書類やメール等でお知

らせする。 

他方、ご質問のように小売業等の不特定かつ多数の者に対して事業を行う場合には、上記の

事後交付等の対応が困難な場合があると考えられます。そのため、小売店等を営む事業者が、

不特定かつ多数の方に登録番号のないレシート等を交付している場合、事前に、インボイスの

交付が遅れる旨を事業者のホームページや店頭にてお知らせした上で、例えば次のように対応

することが考えられます。 

・ 当該事業者（売手）のホームページ等において、「弊社の登録番号は『T1234…』となりま

す。令和６年■月１日（課税期間の初日）から令和６年●月●日（通知を受けた日）までの

間のレシート等をお持ちの方で仕入税額控除を行う方におきましては、当ページを印刷する

などの方法により、レシートと併せて保存してください」と掲示する。 

・ 買手側から電話等を受け、その際に登録番号をお知らせし、買手側においてその登録番号

の記録とレシート等とを組み合わせてインボイスとして保存してもらう（これにより、買手

は仕入税額控除を受けることができます。）。 

   なお、こうした取扱いは、登録日から登録番号の通知が届いた日までにおける、経過的な取

扱いとなります。したがって、お手元に登録番号の通知が届き、登録番号を記載した適格簡易

請求書を交付できるようになった日以降は、記載事項を満たしたインボイスを交付していただ

く必要がありますので、ご注意ください。 

（参考） 新たに設立された法人等の登録時期の特例については、問 11《新たに設立された

法人等の登録時期の特例》をご覧ください。 

 

問 37 当社は、当期に新設した法人で、小売店（コンビニエンスストア）を経営しています。課

税期間の初日から適格請求書発行事業者の登録を受ける旨を記載した申請書を当該課税期間

の末日までに提出し、課税期間の初日から登録を受けたのですが、登録通知が届くまでの間、

登録番号の記載をしていないレシートを交付していた場合、登録通知書が届いた後、どのよ

うに適格簡易請求書を交付すればよいですか。【令和５年 10 月追加】 
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登録番号のない請求書等を受領した事業者（買手）においては、申告期限後に記載事項を満

たす適格請求書等を受領する又は登録番号のお知らせを受けることとなった場合であっても、

事前に売手が適格請求書発行事業者の登録を受ける旨を確認できたときは、登録番号のない請

求書等に記載された金額を基礎として、仕入税額控除を行うこととして差し支えありません。

この場合には、事後的に交付された適格請求書等や登録番号の通知を保存することが必要とな

ります。 

なお、事後的に適格請求書等の交付等を受けることができなかった場合には、仕入税額控除

を行った翌課税期間において、本来の控除税額との差額を調整することとして差し支えありま

せん。 

（参考） 基準期間における課税売上高が１億円以下又は特定期間における課税売上高が５

千万円以下の事業者は、１万円未満の課税仕入れについて、インボイスの保存がなくと

も帳簿の保存のみで仕入税額控除が可能とされています（少額特例）。そのため、この少

額特例の適用対象となる買手においては、こうした課税仕入れについて上記のような対

応は必要ありません。 

 

（令和５年10月１日前後の取引に係る適用関係） 

【答】 

適格請求書等保存方式の下では、適格請求書発行事業者である売手は、国内において課税資

産の譲渡等を行った場合、取引の相手方（課税事業者に限ります。）の求めに応じ、適格請求書

を交付する義務が課されています（消法57の４①）。 

また、課税事業者である買手は、仕入税額控除の要件として、原則として、課税仕入れ等に

係る帳簿及び適格請求書等の保存を要することとなります（消法30⑦⑧⑨）。 

これらについては、令和５年10月１日以後に売手が行う課税資産の譲渡等及び買手が行う課

税仕入れについて適用されることとなります（28年改正法附則46①）。 

この点、同じ取引であっても、売手における売上げの計上時期と買手における仕入れの計上

時期が必ずしも一致しない場合があります。 

例えば、機械装置の販売において、売手が出荷基準により令和５年９月に課税売上げを計上

し、買手が検収基準により令和５年10月に課税仕入れを計上するといったことも生じます。こ

の場合、売手においては、適格請求書等保存方式の開始前に行った取引（課税資産の譲渡等）

であることから、買手から当該取引について適格請求書の交付を求められたとしても、当該取

引に係る適格請求書の交付義務はありません。 

このため、買手においては、原則として、売手における課税売上げの計上時期（課税資産の

譲渡等の時期）が令和５年10月１日以後のものとなる取引から、仕入税額控除の適用を受ける

ために適格請求書等を保存する必要があります。 

なお、上記の例のように、売手における課税売上げの計上時期（課税資産の譲渡等の時期）

問 38 適格請求書等保存方式の下では、仕入税額控除の適用を受けるためには、課税仕入れ等に

係る帳簿及び適格請求書等の保存が原則として必要になるとのことですが、令和５年 10 月

１日前後の取引において、売手における売上げの計上時期と買手における仕入れの計上時期

が異なる場合、適格請求書等の保存の要否についてどのように考えればよいでしょうか。【令

和５年４月追加】【令和５年 10 月改訂】 


